
場　所

主催者(事務局) 司会者

　職務代理者: 依田 恵子

・

(要点を箇条書き)

次回への検討事項

議題等の内容

[委員］

　会長: 横田 匡俊    

　神津志保美、岡田真平、唐澤光章、篠原博文、関口順子、関豊春、早川一夫、廣田美和子、三溝和子、武田順子

 文化・スポーツ振興室事務担当　荒井宗武、文化・スポーツ振興室 上薗美千代（地域おこし協力隊)

[事務局] 

東御市スポーツ推進計画（素案）について

決定事項

会　議　録

出席者

欠席者

午後 1時 30分～

午後 3時 31分

会議等の名称

企画振興部　文化・スポーツ振興室

東御市役所本館２階全員協議会室

横田匡俊会長

指摘内容を検討し、計画（素案）へ反映

開催日時

[委員] 小野山洋身、木下智宏、中堀雅夫

[オブザーバー] (公財)笹川スポーツ財団 小淵和也

[庁内関係課]

　福祉課長 吉澤健二 、健康保健課長 小松信子 、商工観光課長 瀬下澄仁、生涯学習課長 横関政史 、

  教育課長 柳澤秀夫 

第2回東御市スポーツ推進審議会

平成 30年 10月 4日（木）

 企画振興部長 岩下正浩 、 文化・スポーツ振興室課長補佐 中村昌彦、

[事務局] 文化・スポーツ振興室長 勝山修　

[アドバイザー] 筑波大学教授 柳沢和雄

1 



４　審議事項

討議内容及び経過

会長

　体育館を借りたい時、先約で使用できない事がある。その際、学校施設の空き状況

がつかめないことから、利用が困難だと感じている。

委員

 (1)東御市スポーツ

　推進計画（素案）

　について

　スポーツの例示についての幾つか具体的に記載した方が良い。委員

　重要なご指摘。施設の周知、予約のし易さ、利用状況の見える化は重要課題。

委員

委員

　スポーツ少年団の団員数の推移を資料としてグラフ等で図示できないか。

　ルールが紛らわしいので、施設毎の借り方マニュアルを市民に発信した方が良い。

　高齢者スポーツはあるが、健康保健課が行っている高齢者向けスポーツ事業も記載

した方が望ましい。

委員

委員 　スポーツ行政について、一般向けスポーツ教室が抜けているので入れた方が良い。

会長

　実態として色々なデータがあるのは悪いことではないので、参考資料に入れてもら

う等の工夫をお願いしたい。

会長

委員

事務局（教育課長）

会長

　少年団について、主に小・中学校の校庭、体育館を使用し活動しているが、校庭の

紐、段差等が危険。朝、夕、放課後の球技は原則禁止のようだが、運動量、球技離れ

の原因ではないか。

　詳細を把握していないので調べてお答えしたい。

　新たな施設を造ることは困難。既存施設をうまく運営出来るよう、意見を経常的に

収集して関係者間で調整する機能が重要。

２　会長あいさつ

１　開会 職務代理者 あいさつ

会長あいさつ

　最近、東御市湯の丸高原のニュースを頻繁に目にする。東御市の強みを活かしなが

ら地域の活性化を図っていくということと、市民の健康・スポーツ振興という大きな

２本柱で計画も組立てていくことになる。

　「東御市スポーツ推進審議会傍聴取扱要綱」について（配布資料を基に説明）

発言者名 発言内容（要点のみ記載）

　まず、第１章から第３章までの説明を事務局からお願いします。

　東御市スポーツ推進計画（素案）について（第１章～第２章について説明）

　本市が目指すスポーツ振興施策の方向性を示すために計画を策定するものである。

事務局

進行：会長

事務局

事務局

会長

委員

会長

事務局

会長

　計画におけるスポーツの範囲は論点メモのとおり。身体活動自体は健康づくりや介

護予防の観点から重要なので図には残し、文末に「身体活動も健康づくりや介護予防

の観点からも非常に重要です。」と記載したらどうか。

　市民がイメージし易いように身近なものを幾つか記載した方が良い。

　また、スポーツボランティア等の「ささえる」スポーツが除かれているがどうか。

　スポーツと捉えることからは除いているが、スポーツをささえることは必要。

　スポーツボランティアに関する施策を計画から外すのではなく、スポーツそのもの

の定義なのでこの箇所には記載していないという解釈。

　続いて、第２章について。

　論点１ 計画の役割について、計画に関わる人への投げかけだが、だいたい網羅させ

ているとは思いますがどうか。よろしいか。

　論点２　計画における「スポーツ」の範囲について、極力広く捉えるということだ

が、例示も含め意見を頂戴したい。

会長

　第１章、第２章までで皆さんのご意見を頂戴したい。その前に論点メモについて、

事務局から説明を。

３　報告事項

　論点メモについて（配布の「論点メモ」を説明）
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４　審議事項(続き)

討議内容及び経過 発言者名 発言内容（要点のみ記載）

委員

　基本理念の「スポーツによるまちづくり」の部分だが、どうインパクトを持たせる

かも重要。副題を抜くなら、「スポーツにあふれた、活力と魅力あるまちとうみ」で

良いか。副題については無理に記載しなくても良いとも思う。

会長

　好みによる部分で難しいところだが、時間もあるのでじっくり考えて良いと思う。

ただ、外から見ると、湯の丸高原の特徴的な強みを感じているが、その辺が将来の姿

とか推進の意義として弱い印象がある。

　あと、１つ入れても良いと思うのは、オリンピック後の湯の丸高原の利活用につい

て、いわゆるレガシーについて言及しても良い。

　続いて、計画の体系について事務局から説明を願います。

事務局 　（資料（素案）に沿って説明）

会長 　世論的にも大きな課題なので、触れてもらえればと思う。

委員

　「握手・あいさつ・ありがとう」は、日本スポーツ少年団が各少年団で推進して欲

しい、実践して欲しいという具体的な取組み。その延長でパワハラ撲滅とか、子ども

同士が一層触れ合いを持てる。

会長

　色々と課題があり、どう解決するかだが全てを市が直接行うかは別の話で、県や

国、大学等と連携していくこともある。現時点の課題は捉えておいて、後に議論する

必要がある。

会長

  色々な計画を見る中での感想だが、地域経済の活性化を使っているが大胆で潔い。

大体、地域の活性化と表現することが多い。スポーツの計画でまちづくりと最後を結

ぶのも特徴的で他の計画には無い点である。この２点は思いきりが良いという感想。

委員

　スポーツ推進の意義に、「他者を尊重(リスペクト）し協働する」を追記したらどう

か。

会長

　総合型はこれから創設なので、計画策定上は、中身は市民のニーズに応じて東御市

に合ったものを創るということで良いと思う。

委員

　計画（案）は、障がい者スポーツについても配慮されていると思っている。スポー

ツの推進、ニュースポーツの推進は誰が担うのか。スポーツ推進委員の位置付けは、

機会の拡充の他に、指導者の育成にも関係してくる。現在、スポーツ推進委員が行っ

ているものがあるが、推進委員の役割を明確にした方が良い。

委員

　計画として全体的に解りやすく表現に出来ないか。スポーツ推進のコーディネイト

役が必要。子どもから高齢者まで精通している必要があり、誰が適しているのか。

会長

　次の章については、次回以降に議論を行うが、だいたいどんな事を記載しているか

事務局から簡単に説明を願いたい。中身の議論は、次回の会議とする。

事務局 　（資料（素案）に沿って説明）

会長 　現時点では、体系とか構成の組み方についての議論は置いておく。

委員

　ユニバーサルスポーツとして、ボッチャは、地域でのボランティア指導者が必要。

　地域のリーダー的な役割を持って登録制で設けてほしい。

委員

　総合型地域スポーツクラブについて、子ども、高齢者をターゲットにしているが、

創設するならトップを目指したい子どももいるので、除外せず広く活動できるアイ

ディアを盛り込んだ方が良い。

会長

　重要な指摘である。解りやすく伝わることが第一。計画は堅くなるものなので、策

定後にリーフレットのような簡単なものを作成してもらいたい。

　コーディネイト機能については、誰が担うかは地域によって様々で、総合型、体育

協会が担っている地域もある。

委員

　これだけの計画を５年間で進めるには、行政組織内での連携組織がなければ現実的

に推進は困難。この点については推進への取組みとして記載が足りない。

委員

　施策の幼児期からの遊びの推進について、「遊び」という広い範囲で良いか。「外

遊び」、「運動遊び」のように具体的にした方が良い。

会長 　ここからは、計画の基本的な考え方について。重要な部分になる。

事務局

　（資料（素案）に沿って説明）

　特に進捗管理のあり方、各組織・団体に期待される役割、連携分野について説明。

会長

　内容は、次回に議論することとする。これで、審議事項の（１）は終了とする。

（２）のその他について。

 (2)その他
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４　審議事項(続き)

５　その他

６　閉会

討議内容及び経過 発言者名 発言内容（要点のみ記載）

事務局

　次第５　その他

（別配布資料「スポーツ推進計画策定スケジュール」について説明）

事務局 　閉会に移ります。

職務代理者 あいさつ

事務局

　現在、この審議会と並行して市民向けの意見交換会を笹川スポーツ財団様にコー

ディネイトしていただき行っている。10年後を見据えて、比較的若くスポーツに携

わっている方々からご意見をいただいている。10年後のあるべき姿、ありたい姿につ

いてご意見を伺っているので、今後、計画中に意見交換会からの意見も出てくること

をご承知願いたい。

会長

　それでは審議事項は以上で終了といたします。

　進行を事務局へ戻します。
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